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【EU】 暴力被害者保護に関する EU 規則の成立 
専門調査員 海外立法情報調査室主任 武田 美智代 

 
＊欧州連合（EU）は、暴力被害者（特に家庭内暴力）に対して、EU 全域でその保護が認められる

新たな規則を採択した。これにより、暴力に苦しむ被害者（多くは女性）が自国で取得した保護

命令が、域内どの国でも有効となることが期待される。 

 
 
1 立法の背景 

 EU の調査によれば、欧州の女性の 4 人から 5 人に 1 人は、その生涯で少なくとも 1
度は身体的暴力を受けた経験があるという（注 1）。EU 域内の犯罪被害者の保護につ

いては、2001 年 3 月に「刑事手続における被害者の地位に関する理事会枠組み決定」

（注 2）が制定されたが、同決定第 18 条の規定により実施されたその後 2 回にわたる

報告・評価の中で、同決定は犯罪被害者の権利、支援、保護に関する最低基準を確立

するには不十分と結論されていた（注 3）。また、2009 年に発効したリスボン条約が、

EU 市民に「自由・安全・司法の領域」（EU 機能条約第 3 部第Ⅴ編）を提供し、民事

及び刑事分野において相互承認による司法協力を実現したこと（同条約第 67 条）、同

年 12 月の欧州理事会で「ストックホルム計画」（2010~14 年）が採択され、EU 市民

権の保護、柔軟な移民・ビザ政策等、EU 域内の司法・内務分野における協力の枠組み

が提示されたこともあり、欧州委員会（以下「委員会」）は、2011 年 5 月 18 日、EU
域内の暴力被害者に関する法的枠組みを強化するための一連の措置を提案した。具体

的には、①犯罪被害者の権利、支援、保護に関する最低基準を確保する指令案

（ COM(2011)275）、②民事分野における保護措置の相互承認に関する規則案

（COM(2011)276）及び③犯罪被害者に関する活動について委員会の立場を述べた文

書（COM(2011)274）である。 
①の指令案は、2001 年の枠組み決定に代わるもので、a)犯罪被害者が敬意を持って

処遇され、検察官や裁判官が彼らに適切に対応すること、b)被害者は、自らの権利や

訴訟に関する情報を理解できる形で入手し、希望すれば裁判に出席できること、c)特に

女性、子ども等、弱い立場の被害者が、適切に保護されること等を定めている。同指

令案は、2012 年 10 月 25 日に成立し同年 11 月 15 日に施行された（2012/29/EU）（注

4）。EU 加盟国は、遅くても 2015 年 11 月 16 日までに国内法の整備が義務付けられて

いる。 
  
2 規則の概要 

 一方、②の規則案は、2013 年 5 月 22 日に欧州議会で圧倒的多数の賛成票を得て可

決され（賛成 602 票、反対 23 票、棄権 63 票）、同年 6 月 6 日の理事会の採択を経て

成立、7 月 19 日に施行された（No 606/2013。以下「規則」）（注 5）。規則は、暴力（家
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庭内暴力等）やストーカー等の被害者を加害者による更なる危害から保護するために

提案されたもので、自国で取得した保護命令は、被害者が旅行や転居により他の加盟

国に移動しても、自国と同レベルで提供され、この結果、被害者に対する EU 全域で

の保護が実現することになる。この規則は、EU 機能条約第 81 条第 2 項（民事事件に

おける司法協力）に基づき、民事分野の保護措置に適用される。一方、刑事分野の保

護措置については、同条約第 82 条第 1 項（刑事事件における司法協力）に基づき「欧

州保護命令に関する指令」（2011/99/EU）（注 6）が、規則成立前の 2012 年 1 月 10 日

に施行されており、規則は、この指令を補完する役割も担っている。規則の成立によ

り、全ての犯罪被害者は、民事及び刑事の両分野について、域内何れの国でも、自国

と同様の保護が享受できることになった。 
欧州委員会司法・基本的権利・市民権担当のビビアン・レディング（Viviane Reding）

副委員長は、EU 域内の法は寄せ集めとなっており必ずしも被害者のニーズに合ってい

ないが、今回の規則の成立により、犯罪被害者の立場を確実に改善することが可能に

なったと評価している（注 7）。規則は、2015 年 1 月 11 日以降に発せられた保護措置

について適用される。 
 
注（インターネット情報は 2013 年 9 月 24 日現在である。） 
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